
●
は
じ
め
に

日
本
の
法
整
備
支
援
を
考
え
る
場
合
、
三
ヶ
月

章
東
京
大
学
名
誉
教
授
・
元
法
務
大
臣
お
よ
び
森

島
昭
夫
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
の
お
二
人
は
、
こ

の
分
野
の
「
先
学
」、「
先
覚
者
」
と
い
え
る
方
々

で
あ
る
（
以
下
、
三
ヶ
月
、
森
島
と
略
記
す
る
）。

こ
の
二
人
を
こ
こ
に
私
が
取
り
上
げ
る
の
は
、

な
に
よ
り
も
、
三
ヶ
月
、
森
島
が
日
本
の
法
整
備

支
援
事
業
の
中
心
的
存
在
と
し
て
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
、
二
人
の
法
整
備

支
援
理
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今

後
の
理
論
的
諸
問
題
を
考
え
る
う
え
で
の
手
が
か

り
に
な
る
こ
と
、
に
よ
る
。

●
三
ヶ
月
章
と
「
法
整
備
」
の
「
歴
史

性
」

三
ヶ
月
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
民
事
訴
訟
法
学

の
大
家
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
法
整
備

支
援
事
業
の
大
先
達
で
あ
り
、
ま
た
文
部
科
学
省

科
学
研
究
費
特
定
領
域
研
究
「
ア
ジ
ア
法
整
備
支

援
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
総
括
班
の
評
価
担
当
者
と

し
て
も
活
躍
し
た
。

三
ヶ
月
に
よ
る
法
の
分
野
の
国
際
協
力
、
法
整

備
支
援
を
論
じ
た
論
文
の
多
く
は
、『
一
法
学
徒

の
歩
み
』、『
司
法
評
論
Ⅰ　

論
説
・
対
談
』、『
司

法
評
論
Ⅱ　

講
演
』、『
司
法
評
論
Ⅲ　

法
整
備
協

力
支
援
』（
す
べ
て
有
斐
閣
、
二
○
○
五
年
）
と

い
う
四
冊
の
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「
法
整
備
協
力
支
援
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
の

は
、『
司
法
評
論
Ⅲ
』
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
他

三
冊
の
本
も
、
す
べ
て
何
ら
か
の
形
で
法
整
備
支

援
に
関
連
し
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
、
三
ヶ
月
が
、
日
本
政
府
に
よ
る
「
法
整
備
支

援
」
と
い
う
名
称
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
一
九
九

○
年
代
中
葉
以
降
開
始
さ
れ
る
よ
り
ず
っ
と
以
前

か
ら
、
国
連
ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所
（
通

称
、
ア
ジ
研
）、
ア
ジ
ア
諸
国
の
法
曹
の
団
体
で

あ
る
ロ
ー
エ
イ
シ
ア
の
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
ア

ジ
ア
諸
国
と
の
法
学
の
分
野
で
の
研
究
・
実
務
交

流
に
逸
早
く
取
り
組
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
政
府
に
よ
る
法
整
備
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
へ
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所

国
際
協
力
部
、
最
高
裁
判
所
、
日
本
弁
護
士
連
合

会
、
大
学
な
ど
か
ら
実
務
家
、
研
究
者
が
専
門
家

と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
三
ヶ
月
の
か
つ
て

の
著
書
『
法
学
入
門
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
二
年
）

は
、
こ
れ
ら
の
専
門
家
の
中
で
、
実
は
隠
れ
た
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
、
必
読
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
本
に
は
、
日
本
に
お
け
る
明
治
期
以

降
の
法
学
教
育
、
法
の
発
展
の
歴
史
が
き
わ
め
て

詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
法
が
世
界
の
中

で
ど
の
よ
う
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
か
を
知
り
、

研
究
し
、
ま
た
専
門
家
が
ア
ジ
ア
諸
国
で
日
本
近

代
法
発
達
史
を
講
義
し
て
い
く
う
え
で
ま
こ
と
に

有
益
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
三
ヶ
月
の
法
整
備
支
援
理
論
の
一
つ
の

特
徴
は
、
何
よ
り
も
、
ア
ジ
ア
の
各
国
に
お
い
て

「
西
欧
の
法
律
制
度
を
移
植
す
る
」
際
の
歴
史
性

の
相
違
を
明
確
に
し
て
き
た
点
に
あ
る
。
そ
し
て

三
ヶ
月
は
、
例
え
ば
、
今
日
、
法
整
備
を
進
め
る

ベ
ト
ナ
ム
と
か
つ
て
の
明
治
以
降
の
日
本
の
法
整

備
を
比
較
し
、「
ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
の
置
か
れ
て

き
た
、
あ
る
い
は
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
差
異
が
、

…
共
通
の
課
題
と
目
標
に
ど
の
よ
う
な
違
い
を
生

ぜ
し
め
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
問
題
を
生
み
出

し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
」
し
、「
西

欧
法
導
入
の
①
動
機
、
②
時
代
環
境
、
③
手
法
」

か
ら
問
題
を
考
察
し
て
い
る
（『
司
法
評
論
Ⅲ
』

五
五
〜
五
七
ペ
ー
ジ
）。
か
く
し
て
、
い
ま
起
こ

っ
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
の
法
整
備

の
あ
り
よ
う
を
、
か
つ
て
の
明
治
期
日
本
の
西
欧

二
人
の
先
学
と
法
整
備
支
援
の
理
論
的
諸
問
題
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法
継
受
が
不
平
等
条
約
の
撤
廃
と
い
う
「
全
く
政

治
的
な
も
の
」（
同
上
、
五
八
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、「
市
場
経
済
へ
の
対
応
の
必
要
と

い
う
契
機
」（
同
上
、
五
九
ペ
ー
ジ
）
か
ら
理
論

化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
三
ヶ
月
は
、『
法
学
入
門
』
の
中
で
、

「
東
洋
社
会
に
お
け
る
西
欧
法
支
配
の
実
相
│
日

本
の
特
異
性
」
を
論
じ
、
た
と
え
ば
ベ
ト
ナ
ム
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
な
ど
「
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ

諸
国
」
を
例
に
と
り
、「
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
に

お
け
る
西
欧
法
の
支
配
が
、
き
わ
め
て
高
圧
的
な

植
民
地
支
配
の
手
段
と
し
て
い
わ
ば
他
力
的
に
与

え
ら
れ
た
と
い
う
の
に
く
ら
べ
る
と
、
同
じ
東
洋

社
会
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
た
だ
日
本
だ
け
が
、

西
欧
法
の
こ
の
よ
う
な
権
力
的
な
支
配
か
ら
完
全

に
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ

の
奇
跡
で
あ
る
と
さ
え
い
っ
て
も
よ
い
こ
と
な
の

で
あ
る
」
と
の
べ
、「
一
度
は
こ
の
よ
う
な
日
本

法
の
特
異
性
を
思
い
め
ぐ
ら
し
」
て
い
く
こ
と
に

注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（
三
三
〜
三
五
ペ
ー
ジ
）。

ま
た
、
法
継
受
に
お
け
る
最
大
の
困
難
に
つ
い
て
、

「
こ
の
よ
う
な
外
来
の
規
範
を
動
か
し
、
こ
の
よ

う
な
不
慣
れ
な
機
構
と
手
続
を
運
用
す
る
人
間
の

養
成
、
い
わ
ゆ
る
『
人
づ
く
り
』
と
い
う
こ
と
が

一
番
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像

に
か
た
く
な
い
」（
五
九
ペ
ー
ジ
）
と
指
摘
し
た
。

以
上
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
ヶ
月
の
法
整
備

支
援
理
論
は
、
第
一
に
、
途
上
国
、
体
制
移
行
国

の
法
整
備
を
と
り
ま
く
「
歴
史
性
」、「
時
代
性
」

に
関
す
る
考
察
と
分
析
の
重
要
性
を
語
る
と
と
も

に
、
第
二
に
、
法
規
範
を
動
か
す
上
で
は
、
法
に

携
わ
る
人
材
に
対
す
る
「
人
づ
く
り
」
の
重
要
性

を
課
題
と
し
て
提
起
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

●
森
島
昭
夫
と
「
民
商
事
法
支
援
」

森
島
も
い
う
ま
で
も
な
く
民
法
学
の
大
家
で
あ

る
。
進
取
の
気
象
に
富
む
森
島
が
、
ベ
ト
ナ
ム
に

対
す
る
法
に
お
け
る
国
際
協
力
に
着
手
す
る
の
は
、

一
九
九
○
年
代
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
時
の
ベ
ト
ナ
ム
は
、
一
九
八
○
年
代
末
に
開

始
し
た
「
ド
イ
モ
イ
」（
刷
新
）
路
線
に
も
と
づ
き
、

対
外
開
放
政
策
と
市
場
経
済
化
政
策
を
推
進
す
る

う
え
で
、
民
法
典
制
定
に
む
け
て
草
案
作
り
を
急

ピ
ッ
チ
で
進
行
さ
せ
て
い
た
。

森
島
が
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
法
整
備
協
力
を
始

め
た
時
期
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ー

ト
で
あ
る
司
法
大
臣
は
、
グ
エ
ン
・
デ
ィ
ン
・
ロ

ク
で
あ
っ
た
。
ロ
ク
は
、
そ
れ
ま
で
の
司
法
大
臣

と
は
異
な
り
、
政
治
家
で
は
な
く
、
モ
ス
ク
ワ
大

学
で
学
位
を
得
、
そ
の
後
、
国
会
法
制
委
員
会
で

活
躍
し
て
い
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
が
両
者
の
関
係
を
一
層
親
し
い
も
の
に
し
た
。

ベ
ト
ナ
ム
は
、
一
九
九
五
年
に
民
法
典
を
制
定
し

た
が
、
そ
れ
に
至
る
数
次
に
亘
る
民
法
典
草
案
の

起
草
に
お
い
て
、
森
島
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き

か
っ
た
（
森
島
「
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
法
整
備
と

わ
が
国
法
律
家
の
役
割
」『
自
由
と
正
義
』
一
九

九
六
年
七
月
号
、
一
八
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
）。

一
九
九
六
年
一
二
月
、
日
本
の
外
務
省
、
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
が
ベ
ト
ナ
ム
司
法
省
と
の
間
で
Ｒ
／
Ｄ
を
調

印
し
、
本
格
的
に
日
本
政
府
に
よ
る
「
法
整
備
支

援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

森
島
は
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
に
対
す

る
法
整
備
支
援
事
業
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
そ
の

任
を
果
た
し
て
い
っ
た
（
森
島
「
法
整
備
支
援
の

理
念
と
そ
の
課
題
」『
法
律
の
ひ
ろ
ば
』
二
○
○

一
年
一
○
月
号
、
一
四
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
）。
そ

し
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
民
法
典
起
草
に
対
し
て
も
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
司
法
省
と
協
力
し
、
竹
下
守
夫
駿
河

台
大
学
総
長
・
一
橋
大
学
名
誉
教
授
を
リ
ー
ダ
ー

と
す
る
民
事
訴
訟
法
典
起
草
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
並

ん
で
、
民
法
典
を
完
成
さ
せ
た
。

森
島
は
、
法
整
備
支
援
の
理
念
等
に
つ
き
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。「
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お

け
る
法
整
備
支
援
の
内
容
は
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る

そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
念
と
方
法

は
基
本
的
に
は
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
支
援
対
象
国
の
社
会
的

経
済
的
条
件
を
前
提
と
し
て
、
当
該
社
会
に
受
容

さ
れ
る
法
制
度
の
整
備
を
図
る
こ
と
を
重
視
し
て

お
り
、
さ
ら
に
支
援
事
業
に
は
支
援
対
象
国
の
法

律
家
の
参
加
を
求
め
、
そ
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

尊
重
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
る
」（
同
上
、
一
六

ペ
ー
ジ
）。

森
島
の
法
整
備
支
援
理
論
の
一
つ
の
特
徴
は
、

支
援
対
象
国
の
社
会
に
「
受
容
さ
れ
る
」
法
整
備

支
援
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、「
支
援
す
る
対

象
法
分
野
も
、
民
法
な
ど
の
基
本
法
に
重
点
を
置

い
て
き
た
」（
同
上
、
一
六
ペ
ー
ジ
）
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
森
島
の
立
場
は
、
支
援
内
容
が
、

人
権
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
に
関
わ
る
場
合
に
、

直
ち
に
論
争
的
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

人
権
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
の
分
野
に
対
す
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る
法
整
備
支
援
に
関
す
る
森
島
の
考
え
方
は
、

「
法
と
開
発
研
究
」
を
か
つ
て
提
唱
し
た
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ト
ゥ
ル
ー
ベ
ッ
ク

教
授
等
を
招
き
行
っ
た
二
○
○
四
年
一
○
月
の
名

古
屋
で
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
開
発
に
お
け
る

法
の
役
割
│
法
と
開
発　

そ
の
理
論
と
展
望
」（
鮎

京
正
訓
「
学
界
展
望
」『
ア
ジ
ア
経
済
』
四
六
巻

四
号
、
二
○
○
五
年
四
月
、
参
照
）
の
際
の
森
島

報
告
「
法
整
備
支
援
に
対
す
る
日
本
の
ア
プ
ロ
ー

チ
」
に
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

報
告
の
中
で
森
島
は
、
近
年
、
世
界
銀
行
な
ど

が
行
っ
て
い
る
、「
法
の
支
配
」
と
い
う
名
の
も

と
で
、
途
上
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
や
民
主
主
義
を
司

法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
改
善
し
よ
う
と
い

う
試
み
に
は
注
意
を
要
す
る
点
が
あ
り
、
と
く
に
、

「
途
上
国
の
司
法
や
国
内
の
統
治
制
度
の
伝
統
的

あ
り
方
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」、
も
し
途

上
国
に
対
す
る
「
押
し
つ
け
」
を
行
う
な
ら
ば
、

「
移
植
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
は
社
会
の
中
で
作
動
し

な
く
な
る
」
こ
と
に
警
告
を
発
し
た
。

ま
た
、
森
島
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
る

「
法
と
開
発
運
動
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ア
フ
リ

カ
に
対
し
て
行
わ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
あ
と
押
し
さ
れ
た
新
し
い
政

権
を
確
立
す
る
た
め
の
援
助
に
す
ぎ
ず
、「
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
法
制
度
を
輸
出
し
、
ソ
連
に
対
抗

す
る
政
治
権
力
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
」
試
み
で

あ
っ
た
、
と
い
う
評
価
を
行
っ
た
。

森
島
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
法
整
備
支
援
の
特
色

は
、
①
私
法
に
力
点
を
置
い
た
法
整
備
支
援
で
あ

る
こ
と
、
②
「
対
話
」
を
と
お
し
て
行
っ
て
き
た

こ
と
、
③
法
曹
の
研
修
を
重
視
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
も
と
づ
き
行
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
日
本
の
法
整
備
支
援
と
比
較
し
て
、

世
界
銀
行
な
ど
に
よ
る
「
法
の
支
配
」
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
「
押
し
つ
け
」
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
高

い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

上
述
の
森
島
の
主
張
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
現

に
進
行
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
に
よ
る
途

上
国
、
紛
争
地
域
に
対
す
る
、
ア
メ
リ
カ
型
民
主

主
義
、
法
の
支
配
の
「
押
し
つ
け
」
と
い
う
事
態

を
前
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
援
助
の
あ
り
方
を
批

判
し
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
森
島
に
対
し
て
は
、
そ
の
意
図
を
理

解
し
た
上
で
も
な
お
、「
対
話
」
を
重
視
す
る
と

い
う
立
場
と
の
関
連
か
ら
は
、
な
ぜ
、「
法
の
支

配
」、「
人
権
」、「
民
主
主
義
」
に
つ
い
て
は
「
対

話
」
を
求
め
な
い
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ

る
法
分
野
へ
の
支
援
が
仮
に
被
援
助
国
に
よ
り

「
受
容
さ
れ
る
」
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す

る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
論
点
が
生
じ
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
民
主
主
義
、
法

の
支
配
、
人
権
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
ベ
ト

ナ
ム
な
ど
被
援
助
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
プ
ロ

セ
ス
を
経
て
実
現
可
能
か
と
い
う
観
点
か
ら
問
題

を
把
握
す
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
一
つ
の
可

能
性
と
し
て
残
し
て
お
く
よ
う
な
理
論
枠
組
み
を

検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
（
こ
の

点
に
つ
き
、
古
田
元
夫
「
開
発
援
助
と
民
主
主

義
」『
岩
波
講
座
「
開
発
と
文
化
」』
六
巻
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
八
年
、
参
照
の
こ
と
）。

●
法
整
備
支
援
理
論
の
課
題

二
○
○
三
年
に
改
定
さ
れ
た
政
府
開
発
援
助
大

綱
（
新
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
）
は
、
法
整
備
支
援
の
位
置

付
け
に
つ
い
て
新
た
に
記
述
を
行
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
新
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
の
「
基
本
方
針
」
の
「
⑴
開

発
途
上
国
の
自
助
努
力
支
援
」
の
項
目
で
、「
良

い
統
治
（
グ
ッ
ド
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
に
基
づ
く
開

発
途
上
国
の
自
助
努
力
を
支
援
す
る
た
め
、
こ
れ

ら
の
国
の
発
展
の
基
礎
と
な
る
人
づ
く
り
、
法
・

制
度
構
築
や
経
済
社
会
基
盤
の
整
備
に
協
力
す
る

こ
と
は
、
我
が
国
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
最
も
重
要
な
考
え
方

で
あ
る
」
と
の
べ
、「
法
・
制
度
構
築
…
の
整
備
」

へ
の
協
力
を
「
最
も
重
要
な
考
え
方
」
と
し
て
定

式
化
し
た
。

さ
て
、
法
整
備
支
援
が
、「
良
い
統
治
に
基
づ

く
開
発
途
上
国
の
自
助
努
力
を
支
援
す
る
た
め
」

に
こ
そ
行
わ
れ
る
と
い
う
定
義
を
与
え
ら
れ
た
こ

と
は
、
そ
の
後
の
法
整
備
支
援
の
実
際
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
日
本
の

法
整
備
支
援
に
お
い
て
は
主
と
し
て
民
商
事
法
分

野
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、

近
年
で
は
、
国
に
よ
っ
て
は
「
良
い
統
治
」
に
か

か
わ
る
支
援
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
支
援
す
る
法

分
野
も
多
彩
と
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
と
く
に
日
本
に
よ
る
ア
ジ
ア
諸
国
に

対
す
る
開
発
援
助
と
し
て
の
法
整
備
支
援
論
に
お

い
て
は
、
新
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱
と
の
関
連
か
ら
、
以
下

の
よ
う
な
基
本
問
題
・
論
点
が
依
然
と
し
て
存
在

し
て
い
る
と
考
え
る
。

第
一
に
は
、
日
本
の
法
整
備
支
援
は
ど
の
よ
う
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な
地
域
、
ど
の
国
に
対
し
て
行
う
か
、
と
い
う
論

点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
新
Ｏ
Ｄ
Ａ
大
綱

は
、
そ
の
「
重
点
地
域
」の
項
目
に
お
い
て
、「
日

本
と
緊
密
な
関
係
を
有
し
、
日
本
の
安
全
と
繁
栄

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
ア
ジ
ア
は
重
点
地

域
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
地
域
、

国
に
対
し
て
日
本
が
法
整
備
支
援
を
行
う
か
、
と

い
う
問
題
は
、
被
援
助
国
が
日
本
の
西
欧
法
の
受

容
の
仕
方
か
ら
何
を
教
訓
と
し
て
受
け
と
め
、
ま

た
日
本
が
法
整
備
支
援
の
理
念
、
手
法
に
か
か
わ

る
ど
の
よ
う
な
内
容
を
そ
れ
ら
の
国
に
伝
達
し
、

技
術
協
力
を
行
っ
て
い
く
か
と
い
う
論
点
に
関
連

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
地
域
で

あ
る
場
合
に
は
、
ア
ジ
ア
的
な
風
土
の
共
通
性
な

ど
を
前
提
と
し
て
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
種
の
考
え
方

自
体
が
批
判
的
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
）

日
本
の
法
整
備
支
援
の
理
念
が
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
し
か
し
、
も
し
コ
ー
カ
サ
ス
諸
国
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
な
ど
の
地
域
に
対
す
る
法
整
備
支
援
を

行
う
場
合
に
は
「
ア
ジ
ア
的
共
通
性
」
か
ら
支
援

の
意
義
を
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
法
整
備
支
援
を
行
う
場
合
の
法
分

野
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
論
点
で
あ

る
。
他
の
外
国
援
助
機
関
、
国
際
援
助
機
関
の
法

整
備
支
援
に
お
い
て
は
、
支
援
す
る
法
の
分
野
に

つ
い
て
、
よ
り
全
般
的
な
内
容
を
も
つ
場
合
が
多

か
っ
た
が
、
日
本
の
法
整
備
支
援
に
お
い
て
は
、

民
商
事
法
支
援
中
心
と
い
う
方
向
が
意
識
的
に
採

用
さ
れ
て
き
た
た
め
、
長
き
に
亘
り
、
そ
れ
以
外

の
法
分
野
に
対
す
る
法
整
備
支
援
、
た
と
え
ば
、

労
働
法
、
行
政
法
、
さ
ら
に
は
憲
法
な
ど
の
分
野

に
対
す
る
支
援
は
そ
れ
ほ
ど
十
分
に
は
行
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
経
緯
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
近
年
、
と
く
に
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

な
ど
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
日
本
の
法
整
備

支
援
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
政
手
続
法
の
分
野
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
分
野
で
の
支
援
が
積
極
的
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
法
整

備
支
援
の
開
始
か
ら
一
○
年
以
上
を
経
た
現
在
、

ど
の
よ
う
な
法
分
野
に
日
本
は
支
援
す
べ
き
か
、

と
い
う
論
点
を
あ
ら
た
め
て
本
格
的
に
検
討
す
る

時
期
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ど
の
よ
う
な
法
分
野
に
支
援
す
る
か
と
い
う
論

点
に
か
か
わ
っ
て
、
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
こ

と
は
、
法
整
備
支
援
対
象
国
の
こ
の
間
の
状
況
変

化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
九
○
年
代
の

ド
イ
モ
イ
開
始
直
後
の
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
何
よ
り

も
市
場
経
済
化
を
推
進
す
る
た
め
の
法
分
野
、
す

な
わ
ち
民
商
事
法
を
中
心
と
し
た
法
整
備
が
緊
急

性
を
も
ち
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
二
○

○
○
年
を
前
後
す
る
時
期
以
降
に
お
い
て
は
、
市

場
経
済
化
に
む
け
た
経
済
改
革
だ
け
で
は
な
く
、

司
法
改
革
、
行
政
改
革
、
さ
ら
に
は
政
治
改
革
が

直
接
に
課
題
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
諸
改
革
を
実
現

す
る
上
で
の
法
整
備
と
そ
れ
に
対
す
る
外
国
か
ら

の
支
援
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
き
、

「
資
料　

ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
政
治
局
決
議
」『
Ｉ

Ｃ
Ｄ　

Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
』
二
八
号
、
法
務
省
法
務
総
合

研
究
所
国
際
協
力
部
、
二
○
○
六
年
、
参
照
）。

ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
法
整
備
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
お
い
て
は
、
二
○
○
七
年
度
か
ら
は
本
格
的
に

ベ
ト
ナ
ム
の
刑
事
訴
訟
法
に
対
す
る
日
本
の
法
整

備
支
援
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
人
権
に
連

動
す
る
分
野
に
も
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
民
主
主
義
、
人
権
、
法
の
支
配

な
ど
広
く
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
領
域
へ
の
支
援
を
、
ど

の
よ
う
に
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
域
の
法

に
詳
し
い
専
門
家
の
分
析
と
具
体
的
な
判
断
に
も

と
づ
き
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

法
整
備
支
援
の
あ
り
方
は
、
従
来
の
経
験
と
理

論
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
お
わ
り
に

三
ヶ
月
と
森
島
は
、
と
も
に
、
①
民
事
訴
訟
法

と
民
法
と
い
う
実
定
法
研
究
者
で
あ
る
こ
と
、
②

日
本
を
と
り
ま
く
国
際
情
勢
に
敏
感
で
あ
り
、
ま

た
国
際
協
力
の
意
義
を
逸
早
く
認
め
て
き
た
こ
と
、

③
近
代
日
本
法
、
近
代
日
本
法
学
の
形
成
に
強
い

関
心
を
も
っ
て
き
た
こ
と
、
に
お
い
て
共
通
し
て

い
た
。

日
本
の
法
整
備
支
援
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
を
共
有
す
る
実
定
法
研
究
者
、
基
礎
法
・
比
較

法
研
究
者
、
地
域
研
究
者
、
法
律
実
務
家
の
協
同

し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
三
ヶ
月
は
、
か
つ
て
、
私
に
こ
う
語
っ
た
こ

と
が
あ
る
。「
法
律
実
務
家
に
は
実
務
家
に
し
か
、

法
学
研
究
者
に
は
研
究
者
に
し
か
発
見
で
き
な
い

も
の
が
あ
る
。
法
整
備
支
援
を
す
る
際
に
は
各
々

の
知
恵
を
も
ち
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ

う
す
れ
ば
、
よ
い
仕
事
が
で
き
る
」。

（ 

あ
い
き
ょ
う　

ま
さ
の
り
／
名
古
屋
大
学
法

政
国
際
教
育
協
力
研
究
セ
ン
タ
ー
長
）
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